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具体的には別表のとおり、貿易・投資促進事業をその性質により、「Outbound 我が

国中小企業等の輸出促進」、「Outbound 我が国中小企業等の海外進出支援」、

「Inbound 開発途上国との貿易取引の拡大等」、「Inbound 対日投資の促進」の 4 つに

分類し、それぞれの業務事業が有する環境社会影響の可能性を把握・認識し、関連

する各国の法令や国際規範に則り、また世界で取り組まれている実践事例を参考と

しつつ、事業に取り組んでいく。 

 

 

３．企業の環境社会配慮
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